
新型コロナウイルスによる休園中における 

代替保育の補助について 
 

通常利用している保育所等が新型コロナウイルスの影響により休園し、保育の提供が受けられな

いときに、乳幼児一時預かり事業やベビーシッター、認可外保育施設などを利用された場合の利用

料を横浜市から補助します。 

※新型コロナウイルスの陽性者や濃厚接触者に該当する場合は対象となりません。 

補助金額 １日あたり最大４万円 

補助対象期間 【別紙１】の「当園による保育を実施できない期間（日曜・祝日除く）」 

補助申請の締切日 保育所再開予定日から 10 日後 

利用可能な保育事業者 次ページのとおり 

 

ご利用方法 

①代替保育として預ける事業者を次ページから選択し、事業者に直接連絡、利用に向けて手続き

をすすめてください。 

②代替保育を利用し、利用料を支払い、領収書を受け取ってください。後日、補助金の申請の際

に必要になります。 

③代替保育を利用した場合、普段ご利用している園に、この制度を利用した旨をお伝えくださ

い。補助金の申請に向けた資料を園からお渡しします。 

 

※代替保育をご利用後、補助金の申請手続きをしていただき、 利用日からおよそ２か月後に、

補助金が市から支払われます。  

 

注意事項 

 ・次ページの事業者以外の保育サービスを利用した場合は、補助の対象となりません。 

 ・この補助を利用した場合、利用した日は園の保育料の日割り返還の対象外となります。   

 ・この補助は、ご利用の保育所や近隣園から保育が提供される場合は利用できません。 

 

 

お問合せ先・申請書提出先（申請書は下記へ郵送してください。） 

横浜市こども青少年局 保育・教育運営課 

〒231-0005 横浜市中区本町 6-50-10 

TEL： 045-671-3564（月～金） 

※土日や、電話がつながらない場合は、下記メールにお問合せ下さい。 

メール： kd-uneishidou@city.yokohama.jp 
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第１号様式（第７条第２項・第10条第１項） 

  年  月  日 

（申請先） 

横浜市長             （申請者） 

郵 便 番 号                    

住 所                    

保 護 者 氏 名                      

電 話 番 号                      

認可外保育施設等利用支援事業補助金交付申請 兼 実績報告書 

 

新型コロナウイルス感染拡大に伴う保育所等の臨時休園等への対応に係る認可外保育施

設等の利用支援事業補助金交付要綱に基づき、次のとおり関係書類を添えて申請及び実績

報告します。 

また、横浜市補助金等の交付に関する規則及び新型コロナウイルス感染拡大に伴う保育

所等の臨時休園等への対応に係る認可外保育施設等の利用支援事業補助金交付要綱の規定

を順守します。 

 

１ 臨時休園等をした施設に在籍している児童の氏名 

                         

２ 臨時休園等をした施設の施設名 

                         

３ 申請金額 

 ￥                    ・- （1,000円未満切り捨て） 

４ 認可外保育施設等を利用した期間 

                         

５ 添付書類 

  領収書等 




